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可 燃 ご み 10,542.23 ｔ／年

側 溝 清 掃 汚 泥 23.59

資 源 ご み 2,102.80

粗 大 ご み 220.61

小 計 12,889.23

可 燃 ご み 5,756.98

側 溝 清 掃 汚 泥 0.00

資 源 ご み 5.51

粗 大 ご み 212.37

小 計 5,974.86

18,864.09

210.16 ｋｌ／年

353.85

564.01

１ 一般廃棄物の処理量の見込み

種　　　　　　　類 量　（ ｔ／年 、 ｋｌ／年 ）

　　　長岡京市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例(平成９年条例第５号)第15条に基づき、令和８年度の長岡京市一般廃棄物

　　処理実施計画を次のように定める。

　　　　　　令和　８年　４月　１日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　長岡京市長　　中小路　健吾

し
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２ 一般廃棄物の処理主体 

（１） ごみ 
 

収集運搬 
中間処理 最終処分 その他 

破砕処理 選別処理 焼却処理 埋立処分 売却・引渡し 

家
庭
系
ご
み 

可燃ごみ 委託業者   乙訓環境衛生組合 乙訓環境衛生組合  

資源ごみ 

市（直営） 

 乙訓環境衛生組合 乙訓環境衛生組合 乙訓環境衛生組合 
委託業者 

粗大ごみ 

市（直営） 

排出者 
乙訓環境衛生組合 乙訓環境衛生組合 乙訓環境衛生組合 

委託業者 

側溝清掃汚泥 市（直営・委託）  乙訓環境衛生組合  

事
業
系
ご
み 

可燃ごみ 

排出者 

  乙訓環境衛生組合 乙訓環境衛生組合  

許可業者 

資源ごみ 許可業者  乙訓環境衛生組合 乙訓環境衛生組合 乙訓環境衛生組合 

粗大ごみ 
排出者 

許可業者 
乙訓環境衛生組合 乙訓環境衛生組合 乙訓環境衛生組合 
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（２） し尿及び浄化槽汚泥 

 
収集運搬 

中間処理 最終処分 その他 

し尿処理施設 埋立処分 下水道投入 自家処理 

し   尿 委託業者 乙訓環境衛生組合 乙訓環境衛生組合 乙訓環境衛生組合  

浄化槽汚泥 許可業者 乙訓環境衛生組合 乙訓環境衛生組合 乙訓環境衛生組合  
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３ 処理計画 

（１） ごみ処理計画 

① ごみの排出抑制・再資源化計画 

令和４年３月策定の「長岡京市一般廃棄物処理基本計画」では、パートナーシップを重視するＳＤＧs の考え方を踏まえ、市民、事業者と連

携しながら、「市民、事業者、市の協働による２Rを優先した取組への転換」「さらなるごみの減量化と資源の有効利用を推進する環境にやさ

しいまちづくり」「将来の環境に配慮した適正処理と効率的な事業の推進」の３つを基本方針とし、数値目標の達成を目指すための具体的な

施策として、「減らす」「育てる」「考える」を基本コンセプトとして、ごみの減量につながる事業を実施計画として策定し、施策の展開を図

る。 

令和８年度実施計画は、次のとおりとする。 

 １．減らす 

（ア） 紙ごみの減量 

・集団回収を活用した拠点回収の拡充 

 地域による集団回収場所を拠点回収場所として利用できるよう回収団体に働きかけ、市民の古紙回収の利用場所を拡充する。 

・公共施設による拠点回収の推進 

 市役所拠点回収場所の第３日曜日の開放や中央公民館での古紙回収を引き続き実施する。 

・雑がみ、古着の回収団体の推進 

 地域による集団回収において、雑がみ・古着の回収が可能となるよう引き続き回収団体に働きかける。 

（イ） 厨芥類の減量と食品ロスの削減 

・食品ロスの削減 

 フードバンク長岡京等の民間団体との情報共有を行うとともに、市民からの食品寄付の募集の場を提供する。  

・保育所給食、学校給食の資源化 

 市内公立小中学校・保育所の給食調理くずのリサイクル事業を引き続き実施する。 

・水切り等による生ごみの削減 

     ごみ減量啓発キャンペーン等において水切り袋を配布するなど、生ごみの水切りによるごみの削減について周知啓発を行う。 

（ウ） プラスチックごみの減量 
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・プラスチックごみの減量 

 引き続き指定ごみ袋制度を実施し、分別を徹底することで、可燃ごみに含まれる容器包装プラスチックを削減し、再資源化を促す。 

（エ） 環境に配慮した適正処理 

・環境に配慮した効率的な収集・運搬・処理 

塵芥車に低排出ガス認定車を使用することで、温室効果ガスの排出抑制を図る。 

       ・小型充電式電池の分別収集 

小型充電式電池を新たに分別収集で排出可能とすることで、適正排出を促し、再資源化を図る。 

  ２．育てる 

（ア） 分かりやすく正確で便利な情報の提供 

・分かりやすく正確で便利な情報の提供 

 広報・ホームページ・アプリなどを駆使し、市民に情報提供を行い広くごみ減量への理解と協力を求める。 

（イ） 環境教育の充実 

・幼児・児童への環境教育の充実 

保育所や小学４年生に向けての出前授業を行い、ごみ問題に関する学習支援を行う。また、アゼリアエコチャレンジプロジェクトの 

一環として子どもたちの環境への想いを描いた絵を募集し、子どもたちに環境やごみ問題について考える機会を提供する。 

・出前講座の充実 

 「知って得する３Rの取り組み」をテーマにした講座を実施し、市民の３Rに対する意識向上を促す。 

（ウ） 市民・事業者・行政が連携した取組 

・エコタウン活動の推進 

エコタウン活動を推進し、分別指導員による適正排出指導の継続的な取組を図る。 

・地域のごみ減量活動の推進 

       廃棄物減量等推進員に対して、ごみ減量に関する研修会の実施やごみ減量を啓発するキャンペーンの実施によって、地域でのごみ減 

量のリーダーとしてのスキルアップを図る。 

（エ） ３Rの推進に向けた協働・体制づくり 

・官民が取り組む３Rの働きかけ 
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 温室効果ガス抑制が期待できるペットボトルの水平リサイクル事業を通して、ホームページ等で周知し、正しいペットボトルの出し 

方を啓発する。 

更なるリユースの促進に向け、引き続き民間事業と連携し、さまざまなリユースの手段を周知・啓発する。   

  ３. 考える 

（ア） 更なるごみ減量に向けた検討 

・プラスチック製品の回収方法の検討 

・紙ごみ回収のあり方の検討 

・乙訓二市一町における廃棄物の分別区分の検討 

（イ） 持続可能な収集・運搬・処理体制の検討 

・持続可能な収集・運搬・処理体制の検討 

 資源ごみについて、祝日収集を実施する。（ゴールデンウイークとシルバーウイーク、年末年始を除く） 

・し尿等外部処理委託に係る事務処理方法の検討 
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② ごみの収集・運搬の概要 

 処理主体 
収集区域の

範囲 
収集回数 収集方法 

家
庭
系
ご
み 

可燃ごみ 委託業者 

市内全域 

２回／週 ステーション 

資源ごみ 

市（直営） ２回／月 分別ステーション 

委託業者 
２回／月 

（一部４回） 
分別ステーション 

粗大ごみ 

市（直営） 

排出者 
随時 

各戸 

持ち込み 

委託業者 ５回／週 各戸 

側溝清掃汚泥 市（直営・委託） 毎月曜日 地区排出場所 

ふれあい収集 市（直営） 週１回 各戸 

事
業
系
ご
み 

可燃ごみ 
排出者 

許可業者 

市内全域 

随時 各事業所収集 

資源ごみ 
排出者 

許可業者 
随時 各事業所収集 

粗大ごみ 
排出者 

許可業者 
随時 各事業所収集 

 



8 

 

③ 家庭系ごみ                                              （単位：ｔ/年） 

 

収集・運搬 
中間処理 

破砕・選別 焼却 

処理主体 量 搬入先 処理主体及び施設 搬入者別の量 処理総量 処理方法 処理主体及び施設 

可燃ごみ 委託業者 10,542.23 乙訓環境衛生組合     
乙訓環境衛生組合 

225ｔ/日ごみ処理施設 

資源ごみ 
市（直営） 

委託業者 

309.87 

1,792.926 
乙訓環境衛生組合 

乙訓環境衛生組合 

リサイクルプラザ 

プラスチック製容器包装圧縮

梱包施設 

ペットボトル処理施設 

市（直営）  

      309.87 

委託業者 

     1,792.926 

2,323.406 

選別後売却

残渣は焼却

及び埋立地

へ 

乙訓環境衛生組合 

225ｔ/日ごみ処理施設 

粗大ごみ 

市（直営） 

排出者 

委託業者 

220.61 乙訓環境衛生組合 
乙訓環境衛生組合 

リサイクルプラザ 

市（直営） 

排出者 

委託業者    

220.61 

破砕選別後

資源化､焼

却及び埋立

地へ 

乙訓環境衛生組合 

225ｔ/日ごみ処理施設 

側溝清掃汚泥 市（直営・委託） 23.59 乙訓環境衛生組合      

 



 ９ 

 

 

 

中間処理 最終処分 その他 

焼却 埋立処分 

資源化・売却量 場外処分量 
搬入者別の量 残渣量 処分方法 

処理主体 

及び施設 

搬入者別の量

（焼却残渣等） 

可燃ごみ 委託業者 10,542.23 1,655.71 

フェニックス

（場外処分）

へ 

乙訓環境衛

生組合勝竜

寺埋立地 

 

0.00 

 

 ＊ﾌｪﾆｯｸｽ 1,780.28 

資源ごみ 

粗大ごみ 

市（直営） 

排出者 

委託業者 

793.15 124.57 133.83 

＊ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ 

＊アルミ 

＊鉄類 

＊ビン 

＊その他ﾌﾟﾗ

ｽﾁｯｸ 

173.6 

74.72 

212.97 

347.31 

564.24 

 

＊廃乾電池 

＊廃蛍光灯 

＊処理困難物 

＊リチウム蓄

電池等 

16.221 

4.759 

0.75 

1.856 

 

側溝清掃汚泥 市（直営・委託）   23.59   

 



10 

④ 事業系ごみ                                                   （単位：ｔ/年） 

 
収集運搬 

中間処理 

破砕・再生利用 焼却 

処理主体 量 搬入先別の内訳量 処理主体及び施設 搬入者別の量 処理総量 処理方法 処理主体及び施設 

可燃ごみ 

排出者 

5,756.98 
乙訓環境衛生組合 

5,756.98 
    

乙訓環境衛生組合 

225t/日ごみ処理施設 
許可業者 

資源ごみ 許可業者 5.51 5.51 

乙訓環境衛生組合 

リサイクルプラザ 

プラスチック製容器包装圧

縮梱包施設 

ペットボトル処理施設 

5.510 

217.88 

選別後売却

残渣は焼却

及び埋立地

へ 乙訓環境衛生組合 

225t/日ごみ処理施設 

粗大ごみ 
排出者 

許可業者 
 212.37 212.37 

乙訓環境衛生組合 

リサイクルプラザ 
212.37 

破砕選別後

資源化、焼却

及び埋立地

へ 

 

【備考】 

 令和７年度における民間処理施設の再生利用にかかる処理実績は下記のとおり 

※京都有機質資源㈱（食品等再生利用） 

   市内：361.2ｔ    市外：7,959．６ｔ 

※㈱大剛（紙製容器等再生利用） 

   市内：1.212ｔ    市外：9.312ｔ 

可燃ごみ収集運搬見込量には、民間処理施設にかかる収集運搬量は含んでいない。 
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中間処理 最終処分 その他 

焼却 埋立処分 
資源化・売却量 場外処分 

搬入者別の量 残渣量 処分方法 処理主体及び施設 搬入者別の量（焼却残渣） 

可燃ごみ 許可業者 5,756.98  904.16 

フェニックス

（場外処分）

へ 

乙訓環境衛生組合 

勝竜寺埋立地 

（焼却灰） 

    0.00 
 

＊フェニックス 

937.61 

資源ごみ          ＊ペットボトル 

  0.95 

＊アルミ      

0.79 

＊鉄類       

0.48 

＊ビン       

0.42 

＊その他プラ  

2.08 

 

＊処理困難物 

0.00 

＊廃乾電池 

0.00 

＊廃蛍光灯 

0 

＊リチウム 

蓄電池等 

0 

 

 

粗大ごみ 
排出者 

許可業者 
212.95 33.45 

（焼却灰） 

0.00 

 

（選別後不燃物） 

0.21 
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⑤ し尿及び浄化槽汚泥 

 収集運搬 中間処理 

処理主体 量 搬入先別の内訳量 
し尿処理 焼却 

処理主体及び施設 搬入者別の量 残渣量 処理方法 処理主体及び施設 

生 し 尿 委託業者 

ｋℓ／年 

 

210.16 

ｋℓ／年 

乙訓環境衛生組合 

210.16 

乙訓環境衛生組合 

 

し尿処理施設 

ｋℓ／年 

 

210.16 

ｋℓ/年 

 

 

12.38 

下水道処理

残渣は焼却

及び場外処

分 

 

浄化槽汚泥 許可業者 

ｋℓ／年 

 

353.85 

ｋℓ／年 

乙訓環境衛生組合 

353.85 

乙訓環境衛生組合 

 

し尿処理施設 

ｋℓ／年 

 

353.85 

 

中間処理 最終処分 
下水道

投入 
自家処理 

その他 

焼却 埋立処分 
場外処分 

搬入者別の量 残渣量 処分方法 処理主体及び施設 搬入者別の量（沈渣処理量） 

ｔ／年 

委託業者     

 0.06 

t/年 

 

0.00 

 

 

 

 

乙訓環境衛生組合 

t／年 

委託業者   

        0.07 

ｋℓ／年 

205.55 

ｋℓ／年 

0.00 槽
内
清
掃
汚
泥 

t/年 

4.48 

ｔ／年 

許可業者 

0.09 

ｔ/年 

 

0.00 

乙訓環境衛生組合 

t／年 

許可業者 

0.13 

ｋℓ／年 

346.08 

 

 t/年 

7.55 
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（２）生活排水処理実施計画 

① 生活排水処理計画 

 計画処理区域 計画処理人口 整備予定年度 

下水道 浄土谷地区を除く本市全域 ７９，９５０人 
昭和４９年度 

～令和１２年度 

 

② し尿及び浄化槽汚泥の収集・運搬の概要 

 

処理主体 収集区域の範囲 収集回数 収集方法 

し 尿 委託業者 

市内全域 

２回／月 各戸 

浄化槽汚泥 許可業者 １～２回／年 各戸 
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(３) 中間処理施設の概要 

 

 

処  理  方  法 

処 理 主 体 等 

施  設  名  称 

 

   

焼    却 
 

 破 砕 ･ 選 別 選    別 

 

選    別 

 

225t／日 

ごみ焼却処理施設 

リサイクルプラザ 

(46t／5h) 

ペットボトル処理施設 

（1.81t/5h） 

プラスチック製容器 

包装圧縮梱包施設 
（9.3t/5h） 

 

処 理 主 体 

 

 

  乙訓環境衛生組合 

 

  乙訓環境衛生組合 乙訓環境衛生組合 

 

  乙訓環境衛生組合 

 

所 在 地 

 

 
京都府乙訓郡大山崎町字下植野 

小字南牧方３２ 

                 

 
京都府乙訓郡大山崎町字下植野小

字南牧方３２ 

                  

 
京都府長岡京市勝竜寺下長黒１－

１地先 

                  

 
京都府長岡京市勝竜寺下長黒１－

１地先 

                  

 

型 式 

 

 

連 続 焼 却 炉 

 

回 転 式 ・ 二 軸 剪 断 式 

  

 

 

処 理 能 力 

 

 

７５ｔ／２４ｈ×３炉 

 

４６ｔ／５ｈ １．８１ｔ/５h 

 

９．３ｔ／５ｈ 

 

処 理 量 

 

 

１０５ｔ／日(361 日) 

 

１９ｔ／日(200 日) １.３ｔ/日（225 日） 

 

４．１ｔ／日(225 日) 

 

残 渣 量 

 

 

１７ｔ／日 

 

１１ｔ／日 ０．１ｔ/日 

 

０．８ｔ／日 
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(４) し 尿 処 理 施 設 の 概 要 

 

 

        処 理 方 法 

 

 

 処理主体等   施 設 名 称 

 し   尿   処   理 

し 尿 処 理 施 設 

処 理 主 体 乙 訓 環 境 衛 生 組 合 

所 在 地 京都府乙訓郡大山崎町字下植野小字南牧方３２ 

処 理 方 式 

 

受入・前処理⇒希釈⇒ 

下水道終末処理施設投入 

 

処 理 能 力 
 

    ２０ｋｌ／日 

処 理 量 
 

７ｋｌ／日(242 日) 
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(５) 最終処分場の概要  

 

施 設 名 称 勝 竜 寺 埋 立 地 

処 理 主 体 乙 訓 環 境 衛 生 組 合 

所 在 地 京 都 府 長 岡 京 市 勝 竜 寺 下 長 黒 １ － １ 地 先 

全 体 面 積 ４５，３５２．００㎡ 

埋 立 地 面 積 ３７，７６１．００㎡ 

全 体 容 量 ３１８，１００．００㎥ 

残 容 量 ５３，７５５．３５㎥（令和７年３月末現在） 

埋 立 方 法 サ ン ド イ ッ チ 工 法 

年 間 埋 立 量 ６７１．６９㎥（５５３．５５ｔ） 

年 間 覆 土 量       ０．００㎥ 

 ※ 勝竜寺埋立地年間埋立量の他に別途フェニックスへ年間４，８３１．００ｔを搬出。 



  

令和８年度 

一般廃棄物処理実施計画 

京都府長岡京市 

（環境経済部環境業務課） 

〒617-8501 京都府長岡京市開田１丁目１番１号 

℡（０７５）９５１－２１２１（代表） 

http://www.city.nagaokakyo.lg.jp 

kankyougyoumu@city.nagaokakyo.lg.jp 


